
条

例 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
お
い
て
自
立
訓
練
施
設
を
利
用
し
た
者
又
は
医
療
等
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、
別

表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
お
い
て
は
、
自
立
訓
練
施
設
を
利
用
し
た
者
は
別
表
第

一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
等
の
提
供
を
受
け
た
者
は
別
表
第
一
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。 

 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

第
十
条 

知
事
は
、
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭 

 

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の 

 

他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
セ
ン 

 

タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
自
立
訓
練
施
設
に
係
る
業
務 

 

二 

自
立
訓
練
施
設
の
施
設
（
設
備
及
び
物
品
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
維
持
管
理
に
関
す 

 
 

る
業
務 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
業
務 

２ 

指
定
管
理
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
指
定
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う 

 

場
合
に
お
け
る
第
四
条
及
び
第
五
条
（
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
当
該
規
則
に
基
づ
く
命 

 

令
に
違
反
し
た
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」 

 

と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。 

 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
） 

第
十
一
条 

指
定
管
理
者
の
指
定
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す 

 

る
も
の
の
申
請
に
よ
り
行
う
。 

２ 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
の
う
ち
最
も
適
切
な
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き 

 

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
自
立
訓
練
施
設
の
運
営
を
行
う
こ 

 
 

と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

二 

自
立
訓
練
施
設
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
し
、
及
び
効
率
的
な
運
営
を
行
う
こ
と 



 
 

が
で
き
る
こ
と
。 

 

三 

指
定
管
理
業
務
を
安
定
し
て
行
う
経
営
基
盤
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

 
四 

指
定
管
理
業
務
を
通
じ
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る 

 
 

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

（
指
定
管
理
者
の
公
表
等
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主 

 

た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
指
定
の
期
間
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
そ
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、 

 

変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら 

 

な
い
。 

 

（
管
理
の
基
準
等
） 

第
十
三
条 

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
指
定
管
理
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な 

 

ら
な
い
。 

 

一 

関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
自
立
訓
練
施
設
の
運
営
を
行
う
こ 

 
 

と
。 

 

二 

自
立
訓
練
施
設
の
施
設
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。 

 

三 

指
定
管
理
業
務
を
通
じ
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
こ
と
。 

２ 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
と
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
関
し
必
要
な
事
項 

 

二 

指
定
管
理
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項 

 

三 

指
定
管
理
業
務
の
事
業
報
告
に
関
す
る
事
項 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
の
適
正
を
期
す
る
た
め
必
要
な 

 
 

事
項 

 

（
指
定
の
取
消
し
等
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
指
定
管
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理 

 

者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止 

 

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

指
定
管
理
業
務
又
は
そ
の
経
理
に
関
す
る
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。 

 

二 

第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。 

 

三 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
い
と
き
。 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
適 

 
 

当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

県
は
、
指
定
管
理
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
損
失
を
受
け
る 



自

立

訓

練

及

び

短

期

入

所 
 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分 
 

 
 

 
 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

  

  

 

（
 

「
 

金 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

額 
 

 
 

 
 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総 

 

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九 

 

条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働 

 

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費 

 
 

 

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
補
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。 

３ 

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
管
理
業
務
の
停
止 

 
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
施
設
の
現
状
変
更
等
） 

第
十
五
条 
指
定
管
理
者
は
、
自
立
訓
練
施
設
の
施
設
の
改
修
、
増
設
そ
の
他
の
知
事
が
別
に
定 

 

め
る
現
状
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
そ
の
指
定
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指 

 

定
を
取
り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止 

 

を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
管
理
を
し
な
く
な
っ
た
施
設
を
速
や
か
に
原
状
に
回
復
し
な
け 

 

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
収
入
の
帰
属
及
び
利
用
料
金
の
額
の
決
定
） 

第
十
六
条 

知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理 

 

者
に
自
立
訓
練
施
設
の
利
用
に
係
る
料
金 

次
項
及
び
次
条
に
お
い
て 

利
用
料
金
」
と
い
う
。
） 

 

を
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
が
別
表
第
一
に
定
め
る
範
囲
内
で
定
め 

 

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
利
用
料
金
に
つ
い
て 

 

知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
納
付
等
） 

第
十
七
条 

自
立
訓
練
施
設
を
利
用
し
た
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
定 

 

め
た
利
用
料
金
を
納
期
限
ま
で
に
指
定
管
理
者
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に 

 

お
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
利
用
料
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

 

第
八
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
「
使
用
料
又
は
手
数
料
」
と
あ
る
の 

 

は
「
知
事
の
承
認
を
得
て
、
利
用
料
金
」
と
、
第
九
条
中
「
使
用
料
及
び
手
数
料
」
と
あ
る
の 

 

は
「
利
用
料
金
」
と
、
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
六
条
、
第
十
六
条
関
係
） 

 
 

     



 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分 
 

 
 

 
 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

金 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

額 
 

 
 

 
 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

 診

療

及

び

検

査 
 

 

用
の
額
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特 

 
 

定
費
用
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
額
の 

 
 

合
計
額 

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十 

号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四 

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）         

の
規
定
に
よ
る
定
め
又
は
高
齢
者
の
医
療 

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年 

法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用 

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
よ
り
算
定 

し
た
額
。
た
だ
し
、
労
働
者
災
害
補
償
保 

険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の 

適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
厚
生 

労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ 

に
よ
り
算
定
す
る
。 

 

  

  

 

身

体

検

査

（

試

験

検

査

を

除

く

。

） 
 
 

     

 

容
積
三
、
〇
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

ま
で
ご
と
に
つ
き 

 
 

 
 

 

五
〇
円 

  

診
療
及
び
検
査
の
項
に
規
定
す
る
算
定
方 

 

法
に
準
じ
て
得
た
額
及
び
実
費
相
当
額
の 

 
 
 
 
 
 

 

合
計
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
別
に 

 
 
 
 
 
 

 

定
め
る
額 

  

診
療
及
び
検
査
の
項
に
規
定
す
る
算
定
方 

 

法
に
準
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
に
お
い
て 

 

知
事
が
別
に
定
め
る
額 

 

  

 

一
組
一
日
に
つ
き 

 
 

 
 

 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

四
一
〇
円 

 
 

 
 

 
 

つ
き 

 

四

〇
〇
円 

消

毒 

寝 

 

 

 

 

 

 

 

具 

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種 

      

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
の
二
（
第
六
条
関
係
） 

        
 

                  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 



容
積
三
、
〇
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

ま
で
ご
と
に
つ
き 

 
 

 
 

 

五
〇
円 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の 

 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
（
準
備
行
為
） 

 
 

２ 

改
正
後
の
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十 

 

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
指
定
に
関
し
必 

 

要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
新 

 

条
例
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で 

 

き
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

３ 

施
行
日
か
ら
指
定
管
理
者
に
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
施
行
日
前
に
改 

 

正
前
の
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に 

 

よ
り
知
事
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
（
施
行
日
以
後
の
利
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は 

 

知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
施
行
日
以
後
に
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ 

 

る
こ
と
と
な
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
新
条
例
の
適
用
に 

 

つ
い
て
は
、
新
条
例
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
指
定
管
理
者
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為 

 

又
は
当
該
指
定
管
理
者
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

４ 

施
行
日
後
に
指
定
管
理
者
に
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
管
理
を
開 

 

始
す
る
日
前
に
旧
条
例
又
は
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
（
当
該 

 

管
理
を
開
始
す
る
日
以
後
の
利
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請 

 

そ
の
他
の
行
為
（
当
該
管
理
を
開
始
す
る
日
以
後
に
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と 

 

な
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
新
条
例
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
指
定
管
理
者 

 

が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
指
定
管
理
者
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と 

 

み
な
す
。 

  
 

 


